
資料６ 

 令和３年度から初期指導通知の３ヶ月後に改善状況の確認を実施している。 

 指導等回数 
対象物件数 

（Ａ） 

是正状況の確認件数 改善率 

（Ｂ／Ａ） 改善あり（Ｂ） 改善なし（※1） 

令和３年度 ６６件 ６０件 ２７件 ３３件 ４５．０％ 

令和４年度 ５８件 ５１件 
２８件 

（うち一部改善１件） 
２３件 ５４．９％ 

令和５年度 

（１２月時点） 
４９件 

３６件 
１１件 

（うち一部改善２件） 
２５件 ３０．６％ 

１３件 
状況確認未実施 １３件 

※ 指導後３か月未経過 
― 

合計 １７３件 
１４７件 ６６件 ８１件 ４４．９％ 

１３件 状況確認未実施 １３件 ― 

（※1）指導前の現地確認の結果、適正に管理されていると判断し、経過確認をしていないものを含む。 

 

改善されない物件も多いが、初期指導による一定の効果は得られている。 

所有者への初期指導が空家等の特定空家等化を未然に防ぐことに大きく寄与している。 

今後も初期指導対応を継続するとともに、改善されない空き家への利活用促進を図っていく。 

 

≪改善事例≫ 

 

 

敷地内に草木が繁茂し隣地や道路に越境 

雨樋の固定が外れ脱落、飛散の恐れ 

草木が伐採された 

雨樋が固定された 



 

 空き家に関する個別相談会を愛知県主催、犬山市主催によりそれぞれ１回開催した。 

 次年度以降も年１～２回程度、市内の各地区で実施していく予定。 

 

愛知県主催 

開 催 日：令和５年６月２５日（日） 

会 場：犬山市南部公民館 

相 談 員：宅建士、建築士、税理士 

参 加 者：６組 

相談概要：・空き家となった賃貸住宅の利活用方法、 

生前贈与について 

 ・相続した空き家の管理、売却について 

 ・無接道空き家の売却可否、売却価格、 

解体費用、リフォーム費用について 

 ・空き家の耐震改修方法、費用について 

 ・長屋を区分所有している空き家の解体、 

売却について 

 

 

 

 

 

犬山市主催 

開 催 日：令和５年１０月１日（日） 

会 場：栗栖公民館 

相 談 員：宅建士、建築士、司法書士 

参 加 者：２組 

相談概要：農地の売却、活用について 

 


